
 

 

 

 

一般住宅向け県有林材販売企画提案の募集要項 

 

１． 販売目的 

山梨県県有林材（以下「県有林材」という。）を、協定に基づき需要者に直接供給することにより、県内の一

般住宅における県有林材の利用促進及び認知度向上を図ることを目的とする。 

 

２． 販売概要  

２-１ 販売名称 

一般住宅向け県有林材販売 

 

２-２ 販売内容 

①  県内において県有林材を活用した一般住宅の建築を行う者から、県有林材の利用促進及び認知度

向上に寄与する企画提案を募集し、有効性及び実現性の観点から審査・選定したものについて、提案

内容の実現に要する県有林材（以下「物件」という。）を素材により販売する。 

②  物件は、丸太を椪積み単位で販売し、次の県内木材市場で引き渡すものとする。 

山梨県森林組合連合会（以下｢県森連｣という。） 中央市極楽寺１２１４ 

南部町森林組合富士川共販所（以下｢南部｣という。）南巨摩郡南部町南部８０１３－１ 

甲斐東部材産地形成事業協同組合（以下｢甲斐東部｣という。）大月市初狩町中初狩字近ヶ坂３２７４－２ 

③  販売目的に基づき、原則として、すべての物件を県内において使用するものとする。 

④  県有林材の販売予定量（樹種及び供給市場毎）                             m3 

樹種 H30 年度 H3１年度 H32 年度 

県森連 南部 甲斐東部 県森連 南部 甲斐東部 県森連 南部 甲斐東部 

スギ     250   250  

ヒノキ 150 1０0  600 350  600 350  

カラマツ ４０     40   40 

アカマツ 300   900   900   

シラベ   200   700   700 

合計 490 150 200 1,500 600 740 1,500 600 740 

注）予定量には様々な規格の丸太を含むため、特定の規格に応募が集中した場合、販売が出来ない

可能性がある。また、採材状況などにより、数量が変動する可能性がある。 

 

３． 企画提案の参加資格 

①  製材・加工事業者、製品流通事業者、設計・建築事業者及び住宅の建築の統括を行う者が必要な業

種により構成する共同体であること。 

②  山梨県物品等競争入札参加資格者名簿において「その他不用品買入」に登録された者（以下｢登録

者｣という。）を構成者に含んだ共同体であること。 

③  共同体の構成者である製材・加工事業者及び製品流通事業者は FSC 森林管理認証における CoC 認



 

 

証を取得している者、又は山梨県産材認証センターから山梨県産材・合法木材取扱事業者として認定

を受けている者であること。 

④  共同体の構成者数は問わない。 

⑤  共同体の構成者は地方自治法施行令第１６７条の４第１項第１号に規定する契約を締結する能力を

有しない者（未成年者等）に該当する者でないこと。 

⑥  共同体の構成者は会社更生法に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法に基づき民事再

生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

⑦  共同体の構成者は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第６号に規定する暴力

団員でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。 

⑧  共同体の構成者は協定締結時に「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名

停止を受けている者でないこと。 

 

４． 企画提案申請 

４－１ 募集に関する質問 

受付期間：平成３０年９月１８日（火）から同年１０月５日（金）まで 

（ただし、山梨県の休日を定める条例に定める県の休日を除く） 

受付時間：午前９時から午後５時まで 

質問方法：電子メールにて次の宛先に送信すること。なお、電子メール以外の質問は受け付けない。 

また質問を送信した場合は、電話にて送信日の受付時間内にメールの受信確認を行うこと。 

山梨県森林環境部県有林課経営担当   メールアドレス：kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp 

件名：「一般住宅向け県有林材販売企画提案の募集に関する質問（貴社名）」 

受信確認を行う電話番号（直通）：０５５－２２３－１６５８ 

回答方法：平成３０年１０月１２日（金）までに質問者に対して電子メールで回答する。 

 

４-２ 申請書類及び添付書類 

① 「一般住宅向け県有林材販売企画提案申請書」（別紙１様式） 

② 「一般住宅向け県有林材販売 県有林材を活用した家づくりに係る事業計画」（別紙２様式） 

③ 「誓約書」（別紙３様式）※全ての構成者について提出 

④ 「役員名簿」（別紙４様式）※全ての構成者について提出 

必要に応じ、別途資料を添付する。 

 

4-３ 申請書類の受付 

受付期間：平成３０年１０月１５日（月）から同年１０月３１日（水）まで 

       （ただし、山梨県の休日を定める条例に定める県の休日を除く） 

受付時間：午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

       なお、１０月３１日（水）は午前９時から正午までとする。 

提出方法：書面で４－２を正本として１部提出するとともに、電子媒体として CD-ROM 等に格納し提出 

すること。提出は持参によること。 

提出場所：山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁本館８階 

      山梨県森林環境部県有林課経営担当 電話番号（直通）  055-223-1658    



 

 

５． 審査及び結果通知 

 ５-１ 審査 

①  本企画提案の募集で提出された、企画提案申請書に係る審査は、審査委員会を設置して行う。 

②  審査委員会による審査は、「一般住宅向け県有林材販売審査基準」（別紙５）により行う。 

③  販売予定量の範囲内で、委員会の審査により、提案者である共同体を販売先として選定する。 

 

 ５-２ 結果通知 

① 結果は、販売先としての選定の有無について、提案した共同体の代表者に文書にて通知する。 

② 結果に関する質問 

   受付期間：結果通知日から７日間（初日不算入、山梨県の休日を定める条例に定める県の休日を除く） 

   受付時間：午前９時から午後５時まで 

質問方法：電子メールにて次の宛先に送信すること。なお、電子メール以外の質問は受け付けない。 

また質問を送信した場合は、電話にて送信日の受付時間内にメールの受信確認を行うこと。 

           山梨県森林環境部県有林課経営担当   メールアドレス：kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp 

           件名：「一般住宅向け県有林材販売企画提案の審査結果に関する質問（貴社名）」 

           受信確認を行う電話番号（直通）：０５５－２２３－１６５８ 

   回答期間：質問受理日から７日間（初日不算入、山梨県の休日を定める条例に定める県の休日を除く） 

回答方法：質問者に対して電子メールで回答する。 

③ 結果に対する異議申立ては受け付けない。 

④ 後日、県ホームページにおいて応募者数及び協定を締結した共同体について公表する。 

⑤ 協定を締結した共同体については、構成者すべてを公表する。 

 

６． 協定・契約 

６-１ 協定 

選定された共同体と販売協定を締結する。協定期間は協定締結日から平成３３年３月末日までとする。 

 

６-２ 販売契約 

①  協定内容に従い、県は、協定を締結した共同体が引き渡しを希望する県内木材市場（以下｢市場｣とい

う。）に物件を運搬・椪積みし、共同体が同意したものを、共同体の構成者である登録者（以下｢買受人｣

という。）に対して、随意契約にて販売する。 

②  本販売の売り払い予定価格は、県の規定に基づき算定(以下「県評価額」という。)したものに、「一般住

宅向け県有林材販売企画提案申請書」に記載された素材価格(以下「提案価格」という。)を県の素材販

売基準価格(以下「県基準価格」という。)で除した値開き率を乗じた価格とする。 

【事例】 売り払い予定価格＝県評価額×値開き率（提案価格/県基準価格）  

＊値開き率が１未満の場合は１とする。 

   ③  買受人は、契約書で定める期限内に物件を市場から搬出するものとする。搬出に必要な積込料及び

搬出期限を過ぎた場合の保管料は買受人が負担するものとし、市場に直接支払うものとする。 

 

 

 



 

 

７． スケジュール 

①提案募集開始 

②募集に対する質問の受付 

③質問に対する回答 

④申請書類の受付 

⑤審査結果通知 

⑥結果質問受付期間 

⑦結果質問回答期間 

⑧協定締結 

⑨販売予定期間（H30 年度） 

⑩販売予定期間（H31 年度） 

⑪販売予定期間（H32 年度） 

平成３０年９月１４日（金）～ 

平成３０年９月１８日（火）～平成３０年１０月５日（金） 

平成３０年１０月１２日（金）まで 

平成３０年１０月１５日（月）～平成３０年１０月３１日（水） 

平成３０年１１月１９日（月）以降 

結果通知日から７日間 

質問受理日から７日間 

平成３０年１１月３０日（金）以降 

平成３０年１２月～平成３１年１月 

平成３１年５月～平成３１年１２月 

平成３２年５月～平成３２年１２月 

 注）販売予定期間は、作業状況により前後する可能性がある。 

 

８． その他 

①  企画提案書等及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

②  提案に要する経費は、共同体の負担とする。 

③  提出されたすべての書類は、返却しないものとする。 


